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１．目的 

 
平成 18 年 4 月の診療報酬改定において、セカンドオピニオン（主治医以外の医師によ

る助言）を目的とした診療情報の提供に係る評価として「診療情報提供料（Ⅱ）」が新設

されたことを受け、医療機関におけるセカンドオピニオン外来の実施体制、セカンドオ

ピニオン外来の利用状況の変化等を把握することを目的とした。 

 

２．調査対象 

 
全国の病院のうち 200 床以上の施設から無作為に抽出した 1,000 施設を対象とした。 

 
３．調査方法 

 
自記式調査票の郵送発送・回収とした。また、調査時期は平成 19 年 7 月とし、平成 19

年 7 月 2 日現在及びそれ以前の状況を調査対象とした。 
 

４．調査項目 

 
調査項目は以下の通りである。 

 
図表１ 調査項目 

区 分 内        容 

回答病院概要 

・ 開設者 
・ 標準診療科目 
・ 平均入院患者数、平均外来患者数、紹介率 
・ 看護基準 
・ 病院属性（DPC 対象・準備、地域医療支援、高度先進医療、臨

床研修指定） 

セカンドオピ

ニオン外来の

受付態勢 等 

・ セカンドオピニオン外来の実施状況・受付態勢 
・ セカンドオピニオン外来の診療科目 
・ セカンドオピニオン外来の担当者 
・ セカンドオピニオン外来の診療（相談）を行っている時間帯 
・ セカンドオピニオン外来の料金 
・ セカンドオピニオン外来における 1 回あたり所要診療（相談）

時間 
・ セカンドオピニオン外来の広報 
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区 分 内        容 

セカンドオピ

ニオン外来の

実施状況 

・ セカンドオピニオン外来の件数推移（平成 17、18、19 の各第 2
四半期） 

・ 紹介元が診療情報提供料（Ⅱ）を算定しているかの把握方法 
・ セカンドオピニオン外来件数の疾患別内訳（平成 19 の第 2 四

半期） 
・ 紹介元医療機関による提供情報の十分性 
・ セカンドオピニオン外来件数のうち転院件数（平成 19 の第 2

四半期） 
・ セカンドオピニオン外来を利用した患者等の満足度 

自由意見 ・ セカンドオピニオン外来を推進する上での課題等 
 

 

５．結果 

 
（１）回収の状況 

 全国の病院のうち 200 床以上の施設から無作為に抽出した 1,000 施設を調査対象とし、

有効回収数は 510 件、回収率は 51.0％であった。 
 

図表２ 回収の状況 

施  設 有効回収数 回収率 

調査対象病院 510 51.0% 
 
（２）回答病院の概要 

 回答のあった病院の開設者についてみると、「医療法人・個人・その他」（42.8％）が最

も多く、次いで「公的医療機関」（34.1％）、「国」（12.2％）であった。 
 

図表３ 開設者 

12.2% 34.1% 3.4% 42.8% 7.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

（N=507）

国                  公的医療機関        
社会保険関連団体    医療法人・個人・その他                  
無回答              

 
 
 



 3

 1 日当たりの平均入院患者数についてみると、「200 人以上 300 人未満」（34.1％）が最

も多く、次いで「100 人以上 200 人未満」（17.9％）、「300 人以上 400 人未満」（16.6％）

であった。全回答病院の平均は 324.5 人であった。 
 

図表４ １日当たり平均入院患者数 

17.9% 11.0% 13.2%3.6% 34.1% 16.6% 3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

（N=507）

100人未満        100～200人未満 200～300人未満 300～400人未満

400～500人未満 500人以上        無回答              

 
 

 

 1 日当たりの平均外来患者数についてみると、「300 人未満」（33.3％）が最も多く、次

いで「300 人以上 600 人未満」（21.5％）、「600 人以上 900 人未満」（16.0％）であった。

全回答病院の平均は 648.7 人であった。 
 

図表５ １日当たり平均外来患者数 

21.5% 5.5% 7.9%33.3% 16.0% 12.2% 3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

（N=507）

300人未満        300～600人未満 600～900人未満

900～1200人未満                  1200～1500人未満                1500人以上      

無回答              
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 紹介率についてみると、「30％以上 40％未満」（19.3％）が最も多く、次いで「50％以

上」（18.1％）であった。 
 

図表６ 紹介率 

12.6% 12.2% 18.1%9.1% 12.0% 19.3% 16.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

（N=507）

10%未満          10～20%未満    20～30%未満    30～40%未満    

40～50%未満    50%以上          無回答              

 
 

 看護基準についてみると、「10：1 以上」（43.8％）が最も多く、次いで「7：1 以上」（28.4％）、

「15：1 以上」（18.3％）であった。 
 

図表７ 看護基準 

43.8% 2.2%28.4% 3.4% 18.3% 3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

（N=507）

7：1以上          10：1以上        13：1以上        

15：1以上        15：1未満        無回答              
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 病院属性についてみると、「臨床研修指定病院（単独型・管理型）」（40.2％）が最も多

く、次いで「DPC 準備病院」（33.5％）、「臨床研修指定病院（協力型）」（32.9％）であっ

た（重複回答あり）。 
 

図表８ 病院属性（複数回答） 

病院属性（N=785）

17.4%

5.7%

8.3%

16.8%

32.9%

33.5%

40.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無回答                       

高度先進医療実施病院 

地域医療支援病院 　　　

DPC対象病院　　　　　　 

臨床研修指定病院　　　

（協力型）　　　

DPC準備病院 　　　　 　 

臨床研修指定病院　　　

（単独型・管理型）　 　
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（３）セカンドオピニオン外来の受付態勢等 

① セカンドオピニオン外来の受付態勢 

 回答病院のセカンドオピニオン外来の受付態勢についてみると、「セカンドオピニオン

外来はとくに受け付けておらず、そのような受診希望があれば通常の『紹介状持参の初

診』として扱っている」病院（62.5％）が過半数を占めた。 
一方、「地域連携室や総合相談窓口など既存の特別な窓口で受け付けている」病院は

22.1%、「セカンドオピニオン外来の専門窓口を設けて受け付けている」病院は 4.9%、「総

合外来窓口で受け付けている」病院は 4.1%、「診療科毎の窓口で受け付けている」病院は

3.0%で、このように何らかの窓口で受け付けている病院は合計 34.1％あった。 
 

図表９ セカンドオピニオン外来の受付態勢 

4.9% 22.1% 4.1% 3.0% 62.5% 2.8% 0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
（N=507）

セカンドオピニオン外来の専用窓口を設けて受け付けている

地域連携室や総合相談窓口など既存の特別な窓口（通常の外来窓口以外）で受
け付けている
総合外来窓口で受け付けている

診療科毎の窓口で受け付けている

セカンドオピニオン外来はとくに受け付けておらず、そのような受診希望があれば
通常の「紹介状持参の初診」として扱っている
その他

無回答

 
何らかの窓口で受け付けている 34.1％ 
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② セカンドオピニオン外来を受け付けている病院の開設者 

 セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院の開設者についてみる

と、「公的医療機関」（29.5%）が最も多く、次いで「国」（26.6%）、であった。 
 「セカンドオピニオン外来の専門窓口を設けて受け付けている」病院に限ってみると、

「公的医療機関」（48.0%）がさらに多かった。 
 

図表 10 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院の開設者 

26.6%

16.0% 48.0%

29.5%

4.0%

4.0%

12.0%

19.7%

20.0%

20.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

何らかの窓口で
受け付けている
（N=173）        

専用窓口を設けて
受け付けている    
 （N=25）           

国 公的医療機関

社会保険関連団体 医療法人・個人・その他

無回答  
※「何らかの窓口で受け付けている」病院は、「専用窓口を設けて受け付けている」病院を含む。 

 
③ セカンドオピニオン外来を受け付けている病院の病床規模 

 セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院の病床規模についてみ

ると、「300 床以上 500 床未満」（39.9%）が最も多く、次いで「500 床以上 700 床未満」（22.2%）

であった。 
 そのうち「セカンドオピニオン外来の専用窓口を設けて受け付けている」病院に限っ

てみると、「900 床以上」（20.0%）と「700 床以上 900 床未満」（20.0%）の割合が大きく、

より大規模な病院が多い傾向がみられた。 
 

図表 11 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院の病床規模 

18.5%

8.0%

39.9%

36.0%

22.0%

16.0%

10.4%

20.0%

9.2%

20.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

何らかの窓口で
受け付けている
（N=173）        

専用窓口を設けて
受け付けている    
 （N=25）           

200～300床未満 300～500床未満 500～700床未満

700～900床未満 900床以上 無回答
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④ セカンドオピニオン外来を受け付けている病院の看護基準 

 セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院の看護基準についてみ

ると、「10:1 以上」（46.2%）が最も多く、次いで「7:1 以上」（37.0%）であった。 
 そのうち「セカンドオピニオン外来の専用窓口を設けて受け付けている」病院に限っ

てみると、「7:1 以上」（52.0%）が半数を超えていた。 
 

図表 12 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院の看護基準 

37.0%

52.0% 32.0%

46.2%

0.0%

1.7%

4.0%

6.4%

0.0%

0.0%

12.0%

8.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

何らかの窓口で
受け付けている
（N=173）        

専用窓口を設けて
受け付けている    
 （N=25）           

7:1以上 10:1以上 13:1以上 15:1以上

15:1未満 無回答
 

 
 

⑤ セカンドオピニオン外来の受け付けている病院のＤＰＣ導入状況 

 セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院の DPC の導入状況につ

いてみると、「DPC 準備病院」（35.3%）が最も多く、次いで「DPC 対象病院」（30.6%）

であった。 
 そのうち「セカンドオピニオン外来の専用窓口を設けて受け付けている」病院に限っ

てみると、「DPC 対象病院」（52.0%）が半数を超えていた。 
 

図表 13 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院の DPC 導入状況 

30.6%

52.0%

35.3%

36.0%

22.5%

4.0%

11.6%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

何らかの窓口で
受け付けている
（N=173）        

専用窓口を設けて
受け付けている    
 （N=25）           

ＤＰＣ対象病院 ＤＰＣ準備病院 いずれでもない 無回答
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⑥ セカンドオピニオン外来の受け付けている病院のその他属性 

 セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院のうち「地域医療支援

病院」は 11.6%であった。 
 そのうち「セカンドオピニオン外来の専用窓口を設けて受け付けている」病院に限っ

てみると、「地域医療支援病院」は 16.0%であった。 
 

図表 14 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院の属性：地域医療支援病院  

11.6%

16.0% 76.0%

76.9%

8.0%

11.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

何らかの窓口で
受け付けている
（N=173）        

専用窓口を設けて
受け付けている    
 （N=25）           

地域医療支援病院 地域医療支援病院でない 無回答

 

 
 
 また、セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院のうち「高度先

進医療実施病院」は 13.9%であった。 
 そのうち「セカンドオピニオン外来の専用窓口を設けて受け付けている」病院に限っ

てみると、「高度先進医療実施病院」は 24.0%であった。 
 
図表 15 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院の属性：高度先進医療実施病院 

13.9%

24.0% 68.0%

74.6%

8.0%

11.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

何らかの窓口で
受け付けている
（N=173）        

専用窓口を設けて
受け付けている    
 （N=25）           

高度先進医療実施病院
高度先進医療実施病院でない
無回答  
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 また、セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院のうち「臨床研

修指定病院（単独型・管理型）」は 51.4%、「臨床研修指定病院（協力型）」は 21.4%で、

これらを合わせると 72.8%であった。 
 そのうち「セカンドオピニオン外来の専用窓口を設けて受け付けている」病院に限っ

てみると、「臨床研修指定病院（単独型・管理型）」は 68.0%で、「協力型」を合わせると

76.0％であった。 
 

図表 16 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院の属性：臨床研修指定病院 

51.4%

68.0%

21.4%

8.0%

15.6%

16.0%

11.6%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

何らかの窓口で
受け付けている
（N=173）        

専用窓口を設けて
受け付けている    
 （N=25）           

臨床研修指定病院（単独型・管理型）
臨床研修指定病院（協力型）
いずれでもない
無回答  

 
 

⑦ セカンドオピニオン外来専用窓口の開設時期 

 セカンドオピニオン外来を「専門窓口を設けて受け付けている」病院における同窓口

の開設時期についてみると、平成 18 年以降が 60.0％であった。 
 

図表 17 セカンドオピニオン外来専用窓口の開設時期 

4.0% 20.0% 16.0% 40.0% 20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セカンドオピニオン外来の専用
窓口を設けて受け付けている 
（N=25）                            

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
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⑧ セカンドオピニオン外来の診療科目 

 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院における同外来の診療科目についてみ

ると、「標榜診療科目の一部」という病院が 56.6％、「標榜診療科目の全て」という病院

が 39.9％であった。 
 

図表 18 セカンドオピニオン外来の診療科目：標榜科目の全部か一部か 

39.9% 56.6% 3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セカンドオピニオン外来
を受け付けている        
（N=173）                 

標榜診療科目の全て 標榜診療科目の一部 無回答

 

 
 

⑨ セカンドオピニオン外来の受付人員体制 

 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院における同外来の受付人員体制につい

てみると、「専任担当者と兼任担当者がいる」（75.7％）が最も多く、次いで「兼任担当者

のみがいる」（15.6％）、「専任担当者のみがいる」（8.7％）であった。 
 

図表 19 セカンドオピニオン外来の受付人員体制 

8.7% 75.7% 15.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セカンドオピニオン外来
を受け付けている        
（N=173）                 

専任担当者のみがいる
専任担当者と兼任担当者がいる

兼任担当者のみがいる
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⑩ セカンドオピニオン外来の診療（相談）を行っている時間帯 

 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院において同外来の診療（相談）を行っ

ている時間帯についてみると、「通常の外来診療時間の外で予約のうえ行っている」

（44.5％）が最も多く、次いで「通常の外来診療時間の中で予約のうえ行っている」

（35.8％）であった。「セカンドオピニオン外来の専用時間帯を設けている」病院は 11.6％
であった。 
 

図表 20 セカンドオピニオン外来の診療（相談）を行っている時間帯 

11.6% 44.5% 35.8% 6.4% 1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セカンドオピニオン外来
を受け付けている        
（N=173）                 

セカンドオピニオン外来の専用時間帯を設けている

通常の外来診療時間の外で予約のうえ行っている

通常の外来診療時間の中で予約のうえ行っている

通常の外来診療時間の中で随時行っている

無回答              

 

 
 

⑪ セカンドオピニオン外来の料金 

 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院における同外来の基本料金についてみ

ると、「30 分 10000 円～10500 円」（25.4％）が最も多く、次いで「60 分 10000 円～10500
円」（16.2％）、「30 分 5000 円～5250 円」（11.6％）であった。 
 

図表 21 セカンドオピニオン外来の基本料金 

11.6% 25.4% 16.2% 23.7% 8.7% 14.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セカンドオピニオン外来
を受け付けている        
（N=173）                 

30分5000～5250円 30分10000～10500円
60分10000～10500円 その他・不詳

未設定（－） 無回答
 

※「不詳」は、時間と料金のどちらかが無回答だったケース。 
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 30 分あたりの平均額は 8,610 円である。セカンドオピニオン外来を「専門窓口を設け

て受け付けている」病院に限ってみると 8,927 円と高くなるが、セカンドオピニオン外来

の専用時間帯を設けている病院に限ってみると 8,020 円と安くなる。 
 また、セカンドオピニオン外来を受け付けている病院における同外来の延長料金につ

いてみると、「30 分 5000 円～5250 円」（27.7％）が最も多く、次いで「未設定」（24.3％）、

であった。 
 

図表 22 セカンドオピニオン外来の延長料金 

27.7% 8.7% 11.0% 24.3% 28.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セカンドオピニオン外来
を受け付けている        
（N=173）                 

30分5000～5250円 30分10000～10500円
その他・不詳 未設定（－）

無回答
 

 
 

⑫ セカンドオピニオン外来の料金に含まれる内容 

 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院において同外来の料金に含まれる内容

についてみると、「持参画像（資料）による診断」（78.0％）が最も多く、次いで「問診」

（68.8％）、「触診」（27.7％）であった（重複回答あり）。 
 

図表 23 セカンドオピニオン外来の料金に含まれる内容（複数回答） 

 

 
料金に含まれる内容（N=173）

問診

触診

持参画像（資料）による診断

一部の検査

その他

無回答

27.7%

78.0%

12.1%

12.7%

2.3%

68.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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⑬ セカンドオピニオン外来における 1 回あたり平均診療（相談）時間 

 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院における同外来の 1 回あたり平均診療

（相談）時間についてみると、「60 分以上」（24.9％）が最も多く、次いで「30 分以上 40
分未満」（23.1％）、「40 分以上 50 分未満」（10.4％）であった。平均は 46.5 分であった。 
 

図表 24 セカンドオピニオン外来における１回あたり平均診療（相談）時間 

3.5% 23.1% 10.4% 7.5% 24.9% 30.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セカンドオピニオン外来
を受け付けている        
（N=173）                 

30分未満 30～40分未満 40～50分未満

50～60分未満 60分以上 無回答

 
 
 

⑭ セカンドオピニオン外来の広報 

 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院における同外来のウェブサイトでの掲

示状況についてみると、「行っている」病院が 4 分の 3 を占め、「行っていないが今後行

う予定がある」（12.7％）も合わせると 9 割近くに達した。 
 

図表 25 セカンドオピニオン外来の広報：ウェブサイトでの掲示 

75.7% 12.7% 8.1% 3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セカンドオピニオン外来
を受け付けている        
（N=173）                 

行っている 行っていないが今後行う予定がある

行っておらず今後も行う予定はない 無回答              
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 また、パンフレット等の配布についてみると、「行っている」病院が 42.8％、「行って

いないが今後行う予定がある」病院が 23.7％で、これらを合わせると 3 分の 2 近くに達

した。 
 
 

図表 26 セカンドオピニオン外来の広報：パンフレット等の配布 

42.8% 23.7% 27.2% 6.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セカンドオピニオン外来
を受け付けている        
（N=173）                 

行っている 行っていないが今後行う予定がある

行っておらず今後も行う予定はない 無回答              
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（４）セカンドオピニオン外来の実施状況 

① セカンドオピニオン外来件数の推移 

 平成 17、18、19 年の各第 2 四半期（4～6 月）におけるセカンドオピニオン外来件数に

ついてみると、総件数、1 件以上あった病院の割合ともに、17 年から 18 年にかけてほぼ

倍増し、19 年も引き続き増加していた。一方、1 病院あたりの平均件数（1 件以上あった

病院における）は減少傾向にあった。 
 

図表 27 セカンドオピニオン外来件数の推移：平成 17、18、19 年の各第 2四半期 

40.5%

32.4%

26.6%

19.7%

28.3% 6.9% 5.8% 2.9% 19.1%

20.2%

15.0%

6.4%

17.3%

11.6%

7.5%
2.3%

3.5%

1.7%

1.7%

1.7%

2.3%

8.7%

13.9%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成17年4～6月

平成18年4～6月

平成19年4～6月

0件 １～3件 4～6件 7～9件

10～12件 13件以上 不明（－） 無回答

N=173

 
 

 総件数（増加率）
1 件以上あった

病院の割合 

1 病院あたり平均件数 

（1 件以上あった病院） 

平成 17 年 4～6 月 847 件 21.9％ 22.3 件 

平成 18 年 4～6 月 1,348 件（59.1％） 41.1％ 19.0 件 

平成 19 年 4～6 月 1,729 件（28.3％） 63.0％ 15.7 件 
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② セカンドオピニオン外来件数のうち診療情報提供料（Ⅱ）を算定していた件数 

 平成 18、19 年の各第 2 四半期におけるセカンドオピニオン外来件数のうち診療情報提

供料（Ⅱ）を算定していた件数についてみると、1 件以上あった病院の割合は、平成 18
年は 6.3％、平成 19 年は 12.2％であった。 
 

図表 28 セカンドオピニオン外来件数のうち診療情報提供料（Ⅱ）を算定していた 

件数の推移：平成 18、19 年の各第 2四半期 

23.7%

20.2%
5.8%

2.3%

2.9%

0.0%

3.5%

4.0%

44.5%

42.8%

23.1%

27.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成18年4～6月

平成19年4～6月

0件 １～3件 4～6件 7件以上 不明（－） 無回答

N=173
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③ セカンドオピニオン外来の紹介元が診療情報提供料（Ⅱ）を算定しているかの

把握状況 

 セカンドオピニオン外来の紹介元医療機関が診療情報提供料（Ⅱ）を算定しているか

の把握状況についてみると、「算定の有無を把握できることはない」とした病院が 46.2％
と半数近くを占めた。把握できる場合としては、「紹介状等の書類に記載があった場合」

（19.7％）が最も多く、次いで「紹介元医療機関に問い合わせた場合」（13.9％）であっ

た。 
 

図表 29 紹介元が診療情報提供料（Ⅱ）を算定しているかの把握如何・把握方法 

N=173

紹介状等の書類に記載が
あった場合

患者（あるいは家族等）から
話があった場合

患者（あるいは家族等）に質
問した場合

紹介元医療機関に問い合わ
せた場合

その他

算定の有無を把握できること
はない

無回答              

6.4%

2.3%

46.2%

18.5%

4.6%

13.9%

19.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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④ セカンドオピニオン外来の疾患別内訳 

 平成 19 年の第 2 四半期におけるセカンドオピニオン外来件数の疾患別内訳についてみ

ると、「気管、気管支及び肺の悪性新生物」（250 件）が最も多く、次いで「胃の悪性新生

物」（163 件）、「乳房の悪性新生物」（158 件）であった。 
 

図表 30 セカンドオピニオン外来件数の疾患別内訳 

：平成 19 年の第 2四半期における上位 13 疾患 

 

気管、気管支及び肺の悪性
新生物

胃の悪性新生物

乳房の悪性新生物

その他の悪性新生物

肝及び肝内胆管の悪性新生
物

前立腺の悪性新生物

子宮の悪性新生物

白血病

直腸Ｓ状結腸移行部及び直
腸の悪性新生物

結腸の悪性新生物

その他の脳血管疾患

悪性リンパ腫

脊椎障害（脊椎症を含む）

250

163

158

55

40

35

32

25

24

21

17

101

119

0件 50件 100件 150件 200件 250件 300件
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⑤ セカンドオピニオン外来の紹介元医療機関提供の情報 

 セカンドオピニオン外来の紹介元医療機関が提供する情報の過不足観についてみると、

「ほとんどの場合で十分である」とした病院が約 4 割、「多くの場合で十分であるが不十

分な場合もある」とした病院が約 5 割であった。診療情報提供料（Ⅱ）を算定している

場合に限ってみても、ほぼ同じ割合であった。 
 

図表 31 紹介元医療機関提供の情報は十分か： 

全ケースと診療情報提供料（Ⅱ）算定ケース 

患者（来院者）が持参する紹介元
医療機関提供の情報
（n=128）

紹介元医療機関が診療情報提
供料（Ⅱ）を算定していた場合
（n=80）

40.6%

40.0%

49.2%

47.5%

4.7%

7.5%

5.5%

5.0%
0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ほとんどの場合で十分である

多くの場合で十分であるが不十分な場合もある

十分な場合も不十分な場合も同程度にある

十分な場合もあるが不十分な場合が多い

ほとんどの場合で不十分である
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⑥ セカンドオピニオン外来を利用した患者等の満足度 

 セカンドオピニオン外来を利用した患者（あるいはその家族等）の満足度に関する病

院側の自己認識についてみると、「ほとんどの場合で満足していただいていると思われ

る」（38.7％）が最も多く、次いで「どちらかといえば満足していただいている場合が多

いと思われる」（23.7％）であった。これを合わせた肯定的な認識は 6 割を超えた。 
 

図表 32 セカンドオピニオン外来を利用した患者等の満足度 

38.7% 23.7%
3.5% 0.6%

0.0%
12.1% 21.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セカンドオピニオン外来
を受け付けている        
（N=173）                 

ほとんどの場合で満足していただいていると思われる

どちらかといえば満足していただいている場合が多いと思われる

満足な場合も不満な場合も同程度にあると思われる

どちらかといえば不満な場合が多いと思われる

ほとんどの場合で不満だと思われる

なんとも言えない

無回答

 
 
 
（５）セカンドオピニオン外来を推進する上での課題等 

 セカンドオピニオン外来を推進する上での課題等については、以下のような意見が寄

せられた。 
 
＜制度の理解・周知について＞ 

・セカンドオピニオンの目的、意義、利用方法などについて、患者・家族側へのさらな

る周知、医療側のさらなる理解が必要である。 
・セカンドオピニオンと通常の診察との違いの明確化が必要である。 
・本来の意味でセカンドオピニオンを求めているのではなく、単に主治医への不満やコ

ミュニケイションの問題を訴えるケースが多い。 
・セカンドオピニオン外来を主治医の変更と混同しているケースがある。 
・セカンドオピニオン外来であることが不明確なケース、セカンドオピニオン外来の担

当窓口を通らず知り合いの医師に直接相談してくるケースがある。 
・地域でのセカンドオピニオン外来情報の共有化が必要である。 
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＜紹介元医療機関との関係について＞ 

・主治医・かかりつけ医への気兼ねのため、希望しにくいケースが多い。 
・単にセカンドオピニオン希望なのか転院希望なのか、紹介元で把握して欲しい。 
・紹介元がセカンドオピニオン外来について患者に説明していないため自由診療にでき

ないケース（保険診療の費用で済むと考えて来ているため）があり、理解してセカン

ドオピニオン外来に来ているケースとの不公平が生じている。 
・原則として追加検査はしないので、紹介元から提供される情報の質が重要である。 
 
＜患者負担について＞ 

・自由診療扱いのため患者負担が大きい。 
・保険適用外で自費負担になることが十分周知されていない。 
 
＜診療報酬について＞ 

・診療報酬を決めて欲しい。 
・一般外来より長期間の対応を要するため、経済的な裏付けが必要。診療報酬で決めて

欲しい。 
・保険診療で実施しているが、診療報酬上のメリットが必要である。 
 
＜人員体制について＞ 

・マンパワー（特に医師）の確保が課題。 
・医師、看護師、事務員が一つの組織として取り組むことが必要である。 
 
＜その他＞ 

・セカンドオピニオンを受ける時期が遅すぎる（既にターミナル期に入っている）ケー

スがある。 
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６．まとめ 

 
 回答のあった病院の各属性において最も多かったのは、開設者は「医療法人・個人・

その他」（42.8％）、1 日当たりの平均入院患者数は「200 人以上 300 人未満」（34.1％）、

同外来患者数は「300 人未満」（33.3％）、紹介率は「30％以上 40％未満」（19.3％）、

看護基準は「10：1 以上」（43.8％）であった（図表 3～7）。 
 回答のあった病院のうち、臨床研修指定病院（単独型・管理型）は 40.2％、同（協力

型）は 32.9％、DPC 準備病院は 33.5％、同対象病院は 16.8％、地域医療支援病院は

8.3％、高度先進医療実施病院は 5.7％であった（図表 8）。 
 回答のあった病院のうち、セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている

病院は 34.1％であった。過半数は「セカンドオピニオン外来はとくに受け付けておら

ず、そのような受診希望があれば通常の『紹介状持参の初診』として扱っている」病

院（62.5％）であった（図表 9）。 
 セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院の各属性において最

も多かったのは、開設者は「公的医療機関」（29.5%）、病床規模は「300 床以上 500
床未満」（39.9%）、看護基準は「10:1 以上」（46.2%）であった。また、そのような病

院のうち、臨床研修指定病院（単独型・管理型）は 51.4％、同（協力型）は 21.4％、

DPC 準備病院は 35.3％、同対象病院は 30.6％、地域医療支援病院は 11.6％、高度先

進医療実施病院は 13.9％であった（図表 10～16）。 
 回答のあった病院のうち「セカンドオピニオン外来の専門窓口を設けて受け付けてい

る」病院は 4.9%で、同外来の開設時期は平成 18 年以降が 60.0％であった（図表 9、
図表 17）。 

 セカンドオピニオン外来を受け付けている病院における同外来の受付態勢において、

診療科目は「標榜診療科目の一部」（56.6％）、受付人員体制は「専任担当者と兼任担

当者がいる」（75.7％）、診療（相談）時間は「通常の外来診療時間の外で予約のうえ

行っている」（44.5％）、基本料金は「30 分 10000 円～10500 円」（25.4％）、料金に含

まれる診療行為は「持参画像（資料）による診断」（78.0％）、1 回あたり平均診療（相

談）時間は「60 分以上」（24.9％）、広報は「ウェブサイトでの掲示を行っている」

（75.7％）が、それぞれ最も多かった（図表 18～26）。 
 セカンドオピニオン外来の総件数、および 1 件以上あった病院の割合は、平成 17 年

から 18 年にかけてほぼ倍増し、19 年も引き続き増加していた（各第 2 四半期の比較）。

一方、1 病院あたりの平均件数（1 件以上あった病院における）は減少傾向にあった

（図表 27）。 
 セカンドオピニオン外来のうち診療情報提供料（Ⅱ）を算定していたケースが 1 件以

上あった病院の割合は、平成 18 年（第 2 四半期）は 6.3％、平成 19 年（同）は 12.2％
であった（図表 28）。その算定の把握状況は、「算定の有無を把握できることはない」

が 46.2％、「紹介状等の書類に記載があった場合」が 19.7％、「紹介元医療機関の問い

合わせた場合」が 13.9％であった（図表 28～29）。 
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 セカンドオピニオン外来件数の疾患別内訳（平成 19 年第 2 四半期）は、「気管、気管

支及び肺の悪性新生物」（250 件）が最も多く、次いで「胃の悪性新生物」（163 件）、

「乳房の悪性新生物」（158 件）であった（図表 30）。 
 セカンドオピニオン外来の紹介元医療機関が提供する情報は、「ほとんどの場合で十

分である」が 40.6％、「多くの場合で十分であるが不十分な場合もある」とした病院

が 49.2％であった。診療情報提供料（Ⅱ）を算定している場合に限ってみても、ほぼ

同じ割合であった（図表 31）。 
 セカンドオピニオン外来を利用した患者（あるいはその家族等）の満足度に関する病

院側の自己認識は、「ほとんどの場合で満足していただいていると思われる」が 38.7％、

「どちらかといえば満足していただいている場合が多いと思われる」が 23.7％であっ

た（図表 32）。 
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診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成１９年度 厚生労働省委託事業） 

セカンドオピニオン外来実施医療機関の利用状況調査 

調査票 

 
 

 

 
 
●特に指示がある場合を除いて、平成１９年７月２日現在の状況についてお答え下さい。 
●数値を記入する設問で、該当なしは「０」（ゼロ）を、わからない場合は「－」をご記入下さい。 

 
■本調査票のご記入日・ご記入者について下表にご記入下さい。 

調査票ご記入日 平成 19 年（    ）月（    ）日 

ご記入担当者名  

連絡先電話番号  

連絡先 FAX 番号  

■セカンドオピニオン外来の受け付け等についてお伺いします。 

問 1 貴院における、いわゆる「セカンドオピニオン」を求める患者の外来（以下「セカンドオピニオン

外来」という）の受け付け態勢として、該当する選択肢１つに○をお付け下さい。 

01 セカンドオピニオン外来の専用窓口を設けて受け付けている 

選択肢０１を選んだ場合 →問２以下にご回答下さい 

02 地域連携室や総合相談窓口など既存の特別な窓口（通常の外来窓口以外）で受け付けている 

03 総合外来窓口で受け付けている 

04 診療科毎の窓口で受け付けている   選択肢０２、０３、０４を選んだ場合 →問３以下にご回答下さい 
05 セカンドオピニオン外来はとくに受け付けておらず、そのような受診希望があれば通常の「紹介状持

参の初診」として扱っている 
06 その他 →具体的に（                                   ）

選択肢０５、０６を選んだ場合 →問１６以下にご回答下さい 
 
問 2 【問１で選択肢０１を選んだ場合は、本問以下の全問にご回答下さい】 

セカンドオピニオン外来専用の窓口の名称とその開設時期をご記入下さい。 

名称：（                   ） 開設時期：昭和・平成（   ）年（   ）月 
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問 3 【問１で選択肢０２、０３、０４を選んだ場合は、本問以下の全問にご回答下さい】 

セカンドオピニオン外来の診療科目は何ですか。該当する選択肢１つに○をお付け下さい。選択肢

02 を選んだ場合は、対応できる診療科目を問１７（４頁）の科目番号でカッコ内に列記して下さい。

01 標榜診療科目の全て  

02 標榜診療科目の一部 →診療科目番号（  ，  ，  ，  ，  ，  ，  ，  ，  ）
  
問 4 セカンドオピニオン外来の担当者について、専任者・兼任者それぞれの人数を記入し職種をお選び

下さい。 

 人数（いなければ０を記入） 職種（該当するものすべてに○） 

01 医師 04 事務員 

02 看護職員 05 その他（        ）
（1）専任の 

担当者 （     ）人 

03 その他のコメディカル  

01 医師 04 事務員 

02 看護職員 05 その他（        ）
（2）兼任の 

担当者 （     ）人 

03 その他のコメディカル  
 
問 5 セカンドオピニオン外来の診療（相談）時間をお尋ねします。該当する選択肢１つに○を付け、選

択肢 01 を選んだ場合は 1 週間当たりの時間をご記入下さい。 

01 セカンドオピニオン外来の専用時間帯を設けている →1 週間当たり（      ）時間  

02 通常の外来診療時間の外で予約のうえ行っている 

03 通常の外来診療時間の中で予約のうえ行っている 

04 通常の外来診療時間の中で随時行っている 
 
問 6 セカンドオピニオン外来の料金を（1）基本料金（2）延長料金に分けて記入し、（3）料金に含まれ

る内容として該当するものすべてに○をお付け下さい。 
（1）基本料金 （   ）分まで（     ）円 ←未定の場合は「－」を記入 

（2）延長料金 （   ）分毎に（     ）円 ←未定の場合、延長制度がない場合は「－」を記入

（3）料金に 01 問診 04 一部の検査 →具体的に（         ）

含まれる 02 触診 05 その他   →具体的に（         ）

  内容 03 持参画像（資料）による診断  
 
問 7 セカンドオピニオン外来における１回あたりの診療（相談）時間の平均、最長、最短を、過去３か

月程度の実績に基づきご記入下さい。概数で結構です。 

平均：約（     ）分 最長：約（     ）分 最短：約（     ）分 
 
問 8 セカンドオピニオン外来の広報に関し、（1）（2）それぞれについて該当する選択肢１つずつに○を

お付け下さい。 

（1）ウェブサイトでの掲示 （2）パンフレット等の配布 

01 行っている 01 行っている 

02 行っていないが今後行う予定がある 02 行っていないが今後行う予定がある 

03 行っておらず今後も行う予定はない 03 行っておらず今後も行う予定はない 
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■セカンドオピニオン外来の詳細についてお伺いします。 

問 9 平成１７年、１８年、１９年のそれぞれ４～６月に、セカンドオピニオン外来の件数は何件ありましたか。

またそのうち、平成 18 年と 19 年のそれぞれ 4～6 月に、紹介元医療機関で診療情報提供料（Ⅱ）（注）

を算定していた件数は、何件ありましたか。不明の場合は記入欄に「－」をご記入下さい。なお、

診療情報提供料（Ⅱ）算定件数は診療情報提供料（Ⅰ）算定件数とは区別し、区別できない場合は

「不明」と記入して下さい。 
 平成 17 年 4～6 月 平成 18 年 4～6 月 平成 19 年 4～6 月

セカンドオピニオン外来の件数 件 件 件

 うち診療情報提供料（Ⅱ）を算定していた件数 件 件

（注）診療情報提供料（Ⅱ）は、主治医以外の医師による助言（セカンドオピニオン）を得ることを推進
するものとして、主治医がセカンドオピニオンを求める患者又はその家族からの申し出に基づき、治
療計画、検査結果、画像診断にかかる画像情報等、他の医師が当該患者の治療方針についての助言を
行うために必要かつ適切な情報を添付した診療状況を示す文書を患者又はその家族に提供した場合
に算定できます。 

 
問 10 セカンドオピニオン外来において、紹介元医療機関が診療情報提供料（Ⅱ）を算定していることを

どのように把握できていますか。該当する選択肢すべてに○をお付け下さい。 

01 紹介状等の書類に記載があった場合 04 紹介元医療機関に問い合わせた場合 

02 患者（あるいは家族等）から話があった場合 05 その他（                ）

03 患者（あるいは家族等）に質問した場合 06 算定の有無を把握できることはない 
 
問 11 平成１９年４～６月のセカンドオピニオン外来件数の主疾患は何ですか。件数の多かった上位５疾患

をご記入下さい。主疾患の種類は、別紙「疾患コード表」を参照して３桁の疾患コードでご記入下

さい。 

 疾患コード（3 桁） 平成 19 年 4～6 月の件数

疾患 1    件

疾患 2    件

疾患 3    件

疾患 4    件

疾患 5    件
 
問 12 セカンドオピニオン外来において、患者（来院者）が持参する紹介元医療機関提供の情報は十分で

すか。最も該当する選択肢１つに○をお付け下さい。 

01 ほとんどの場合で十分である 04 十分な場合もあるが不十分な場合が多い 

02 多くの場合で十分であるが不十分な場合もある 05 ほとんどの場合で不十分である 

03 十分な場合も不十分な場合も同程度にある  
 
問 13 紹介元医療機関が診療情報提供料（Ⅱ）を算定していた場合、患者（来院者）が持参する紹介元医

療機関提供の情報は十分だと考えますか。最も該当する選択肢１つに○をお付け下さい。 

01 ほとんどの場合で十分である 04 十分な場合もあるが不十分な場合が多い 

02 多くの場合で十分であるが不十分な場合もある 05 ほとんどの場合で不十分である 

03 十分な場合も不十分な場合も同程度にある 06 算定の有無を把握できることはない 
 
問 14 平成１９年４～６月のセカンドオピニオン外来件数のうち、紹介元医療機関から貴院に転院した件数

をご記入下さい。該当するケースがなければ「0」、不明の場合には「－」をご記入下さい。 

紹介元医療機関から貴院に転院した件数 件

 うち病院から転院した件数 件

 うち一般診療所・歯科診療所から転院（転医）した件数 件
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問 15 セカンドオピニオン外来に来た患者（あるいはその家族等）の満足度について、最も該当する選択

肢１つに○をお付け下さい。 

01 ほとんどの場合で満足していただいていると思われる 04 どちらかといえば不満な場合が多いと 
02 どちらかといえば満足していただいている場合が 思われる 

多いと思われる 05 ほとんどの場合で不満だと思われる 
03 満足な場合も不満な場合も同程度にあると思われる 06 なんとも言えない 

■貴院の概要についてお伺いします。 

問 16 【問１で選択肢０５、０６を選んだ場合は、本問以下にご回答下さい】 

貴院の開設者について該当する選択肢番号に○をお付け下さい。 
01 国（厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、その他） 

02 公的医療機関（都道府県、市町村、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会） 

03 社会保険関連団体（全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合）

04 医療法人・個人・その他（公益法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他法人、個人） 
 
問 17 貴院の標榜診療科目として該当する選択肢すべての番号に○をお付け下さい。 

01 内科 13 整形外科 25 気管食道科 
02 呼吸器科 14 形成外科 26 皮膚科 
03 消化器科（胃腸科） 15 美容外科 27 泌尿器科 
04 循環器科 16 脳神経外科 28 性病科 
05 小児科 17 呼吸器外科 29 こう門科 
06 精神科 18 心臓血管外科 30 リハビリテーション科 
07 神経科 19 小児外科 31 放射線科 
08 神経内科 20 産婦人科 32 麻酔科 
09 心療内科 21 産科 33 歯科 
10 アレルギー科 22 婦人科 34 矯正歯科 
11 リウマチ科 23 眼科 35 小児歯科 
12 外科 24 耳鼻いんこう科 36 歯科口腔外科 
 
問 18 貴院の１日当たり平均入院患者数、１日当たり平均外来患者数、紹介率（いずれも平成 18 年 4 月

～19 年 3 月の実績）を、小数第 1 位までご記入下さい。 
（1）1 日当たり平均入院患者数 （        ．   ）人 

（2）1 日当たり平均外来患者数 （        ．   ）人 

（3）紹介率 （        ．   ）％ 
 
問 19 貴院の看護基準として該当する選択肢１つに○をお付け下さい。 

01 7:1 以上 03 13:1 以上 05 15:1 未満 

02 10:1 以上 04 15:1 以上  
 
問 20 貴院の病院属性として該当する選択肢すべてに○をお付け下さい。 

01 DPC 対象病院 03 地域医療支援病院 05 臨床研修指定病院（単独型・管理型）

02 DPC 準備病院 04 高度先進医療実施病院 06 臨床研修指定病院（協力型） 

■最後に、セカンドオピニオン外来を推進する上での課題等がございましたらご自由にご記入

ください。 

 

設問は以上です。ご協力まことに有難うございました。 

記入漏れがないかをご確認の上、７月３１日（火）までに同封の返信用封筒に入れてご投函ください。 


